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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年２月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                          

事故種類 火災 

発生日時 平成２２年１２月１日 １４時０５分ごろ 

発生場所 北海道室蘭市追
おい

直
なおし

漁港 

追直港島防波堤南灯台から真方位２２８°５８ｍ付近 

（概位 北緯４２°１８.４′ 東経１４０°５８.０′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十五 勝
しょう

寶
ほう

丸、９.９７トン 

 ＨＫ２－１８５２６（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.９５ｍ（Lr）×３.１４ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数６５、昭和５５年９月８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年５月２１日 

免許証交付日 平成２２年６月２５日 

（平成２７年１２月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、追直漁港を出航中、平成２２

年１２月１日１４時０５分ごろ、甲板員が、機関室からの異臭に気付き、

後部甲板付近の機関室出入口から機関室内部を確認したところ、機関室船

尾側の下方に煙と炎を認めた。 

本船は、消火器等により初期消火を行いながら、係留岸壁に引き返して

着岸したが、消火できなかったことから、所属漁業協同組合を通じて消防

署に通報し、消防署による消火活動によって鎮火した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好、湿度 ６９.８％

 その他の事項 機関室は、船首側よりも船尾側の方が激しく焼損しており、特に、船尾

側壁面に配された機器及び電気配線の焼損が激しかった。 

船尾側壁面に配された電気配線のうち、‘バッテリ－から主機のスタータ

ー用中間スイッチに至る２線（＋線、－線）の電気配線’（以下「スタータ

ー用電気配線」という。）は、固定金具で壁面に止められており、ほぼ同じ

位置で、それぞれの芯線に光沢のある溶融痕が認められた。 

 焼損した電気配線は、スターター用電気配線以外には溶融痕が認められ

なかった。 
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 本船は、進水時から約３０年が経過しており、さらに、平成１９年に中

古で購入された後、電気配線系統の外観検査や絶縁抵抗試験が行われてい

なかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

本船は、追直漁港を出航中、次に掲げた事由に

より、スターター用電気配線の芯線が被覆材の経

年劣化によって短絡したことから、被覆材が発火

して延焼したものと考えられる。 

① 機関室は、船尾側壁面に配された機器及び電

気配線の焼損が激しかった。 

② スターター用電気配線は、ほぼ同じ位置で、

それぞれの芯線に光沢のある溶融痕が認められ

た。 

③ 焼損した電気配線は、スターター用電気配線

 以外には溶融痕が認められなかった。 

④ 本船は、進水時から３０年が経過し、中古で

購入された後、電気配線系統の外観検査や絶縁

抵抗試験が行われていなかった。 

原因  本事故は、本船が追直漁港を出航中、スターター用電気配線の芯線が被

覆材の経年劣化によって短絡したため、被覆材が発火したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・定期的に電気配線の外観検査等を実施すること。 

 




